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別紙２ 「チョイソコかかみがはら」のエリアスポンサー制度について 

 

１．趣旨 

 地域の皆様の足としてご活用いただく公共交通について、乗り継ぎ拠点の確保や整備等、

各公共交通が連携したネットワークの形成や、持続可能な公共交通ネットワークを目指し

ています。令和 2 年 10 月より新たに導入を検討している「チョイソコかかみがはら」事

業について、持続可能性の観点より、スポンサー制度を導入します。 

 

２．概要 

 「チョイソコかかみがはら」にご協賛をいただける医療施設や民間企業等を募集します。

協賛は、5,000円/月～とし、半年単位でのスポンサー契約を予定しています。 

 協賛のプラン表や内容は、「５．エリアスポンサー制度について」に記載します。 

 

３．実施主体 

①「チョイソコかかみがはら」の事業主体 

  各務原市とアイシン精機株式会社が協定を締結し、市が運行に必要な協議や調整等を

行い、運行経費を負担します。アイシン精機株式会社は配車システムの提供やオペレー

ション、また会員誌「チョイソコ通信」の発行等を実施します。 

②エリアスポンサー制度の運営主体 

  「チョイソコかかみがはら」のスポンサー制度については、チョイソコ事業の一部と

して、アイシン精機株式会社が窓口となり、運営を行います。スポンサーに関する契約

及び協力金は、アイシン精機株式会社と契約いただき、同社へお支払いいただきます。 

 

４．協賛金の用途について 

 いただいた協賛金については、「チョイソコかかみがはら」の運営費に充当します。 
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５．エリアスポンサー制度について 

 

スポンサープラン表 

プラン名称 
基本料金 

（税別） 

事業所 

停留所設置 

（※1） 

広告・宣伝 

地域内停留所 

への掲載（※2） 

チョイソコ 

通信掲載 
チラシ配布 

ゴールド 20,000円/月 〇 2カ所 
中サイズ・1回/半年 

1 年契約の場合、3 回/年 

A4・1枚×2回/半年 

1 年契約の場合、5 回/年 

シルバー 10,000円/月 〇 1カ所 
小サイズ・1回/半年 

1 年契約の場合、3 回/年 

A4・1枚×1回/半年 

1 年契約の場合、2 回/年 

ブロンズ 5,000円/月 〇 ― ― ― 

※１…「事業所停留所」とは、運行エリア内におけるスポンサー施設に設置する停留所 

※２…「地域内停留所」とは、地域内の住宅街に設置する地域住民の最寄停留所 

 

協賛スポンサー様への提供サービス（予定） 

■事業所停留所の設置 

・「チョイソコかかみがはら」の運行エリア内（※）に事業所・店舗を有する場合、事業所

敷地内に停留所を設置できます。 

（※）運行エリア（令和２年５月７日時点 予定） 

 

 

 

 

■地域内停留所へのスポンサー名等掲載 

・住宅街に設置する停留所看板に事業者（所）ロゴマーク、名称、連絡先、住所、診察（営

業）時間を掲載できます（掲載先の停留所は、原則お選びいただけません。 

 

             

 

 

 

 

 

 

■チョイソコ通信掲載 

鵜沼小伊木町１丁目～４丁目、鵜沼大伊木町１丁目～６丁目、鵜沼丸子町１丁目～３丁目、

鵜沼朝日町２丁目～５丁目、鵜沼各務原町１丁目～９丁目 

ここに情報を掲載 
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・年 6 回程度の発行を予定している「チョイソコかかみがはら」の会員登録者向け会員誌

「チョイソコ通信」へ広告等を掲載できます（内容は「各務原市広告掲載要綱」に準ずる）。 

 

  「チョイソコ通信」（豊明市）の事例            実際の掲載内容 

 

 

 

 

 

 

■チラシ配布 

 

 

 

 

 

 

■チラシ配布 

・チョイソコ通信に同封する形で、A4 サイズ 1 枚までのチラシを配布（折り込み）でき

ます（内容は、「各務原市広告掲載要綱」に準ずる）。 

 

 

豊明市で実際に同封されているチラシ（一例） 

 
 


